
 
 
 
 

指導補助者教育研修プログラム 
〈2026年度開講〉 

 
 
 
 
 
 

対象者 ・大学・短期大学に勤務する助手、研究員、職員等 

         ・大学・短期大学に在籍する大学院生あるいは 

学部学生（ＴＡ、ＳA経験者含む） 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

オンデマンド  ８講座 



 
 

 

当協会では、新たに指導補助者になるための教育研修プログラムを開発し講座を開設するこ

とになりました。 

講座は、８回にわたってオンデマンドで開講いたします。 

講師は、学長経験者や高等教育関係の役職者など、一線級のスタッフが担当いたします。 

研修プログラムで育成する能力は、授業目標を設定する能力、目標を達成するために行動

する能力、評価指標を設定する能力、及び評価基準を設定する能力などです。 

 

［プログラムの目的］ 

 （１）高等教育に携わる「教育者としての自覚と準備」を促す。 

 （２）教育や授業の改善に結びつく「教育力」を身につけ、「研究力」や「マネジメント力」を兼備

した未来型の大学人育成を目指す。 

 

［育成する能力］ 

上記の目的を達成するため、本プログラムでは、育成する能力として次の４点を掲げています。 

 （１）具体的な教育（授業）目標を設定する能力 

 （２）目標達成のために行動する能力 

 （３）評価指標を設定する能力 

 （４）教育（授業）評価基準を設定する能力 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

東京教育大学教育学部卒業、同修士課程修了。筑波大学大学院博士課程教育学研究科単位取

得退学後、清泉女学院短期大学講師、助教授、筑波大学教育学系講師、助教授、教授、教育学系

長、大学院人間総合科学研究科長、筑波大学副学長・理事、山梨県立大学理事長・学長、山梨大

学理事・副学長、聖徳大学学長特別補佐・教授を経て、2024 年度より現職。現在：松本大学学長・松

本大学松商短期大学部学長、山梨県立大学特任教授、筑波大学名誉教授、博士（教育学）。研究

分野は教育制度学・高等教育研究。日本教育制度学会会長。全国大学実務教育協会代表理事・会

長、日本高等教育評価機構理事、大学（短期大学）評価判定委員会委員、大学・短期大学基準協

会理事、認証評価委員会委員、大学改革支援・学位授与機構大学機関別認証評価委員会委員。

文部科学省中央教育審議会臨時委員や公立大学協会理事・副会長等を歴任。 

 
名古屋大学大学院で教育社会学を専攻。名古屋大学教育学部助手を経て、1993 年に神戸大学教

育研究センターに助教授として赴任。神戸大学教育推進機構及び大学院国際協力研究科教授、大

阪大学教授、大阪大学特任教授を経て現職。 

現在：神戸大学名誉教授・大阪大学名誉教授。独立行政法人大学改革支援・学位授与機構客員

教授、国立大学協会入試委員会専門委員、第 11 期中央教育審議会大学分科会臨時委員などを歴

任。現在の専攻分野は比較高等教育論。主な研究成果は、『初年次教育：歴史・理論・実践と世界的

動向』、『大学改革の現在』、『大学のカリキュラム改革』、『進化する初年次教育』、『学習成果ハンド

ブック』、『５０年目の「大学解体」 ２０年後の大学再生：高等教育政策をめぐる知の貧困を超えて』（い

ずれも共著）など。 
 

 
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、埼玉大学大学院人文社会科学研究科博士後期課程経済

経営専攻修了、博士（経営学）。ソニー（株）を経て現職。 
現在：常磐大学副学長・総合政策学部経営学科教授。専門は経営学（国際経営論、中小企業論）。

所属学会は、国際ビジネス研究学会、日本経営学会、日本マネジメント学会、埼玉大学経済学会、

慶應法学会、経営史学会。著書は、『中小企業の国際化と自立化：日立地域の胎動』（単著、文眞

堂、2022 年）。一般財団法人全国大学実務教育協会ネットワーク支援事業推進特別委員会副委員

長、公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構理事 

 

 

１．指導補助者教育研修プログラム開講の背景 

・令和４年度の大学等設置基準の改正により、指導補助者制度が発足し、これまで授業の補助者

であった助手、研究員、大学院生、学生等が一部の授業を担当することが可能となりました（大

学院授業は除く）。 

・指導補助者になる要件として一定の研修（ＦＤ研修など）を受けることが求められています。指導

補助者教育研修は、各大学においてプログラムを作成し開講することは可能ですが、本協会は、

教学マネジメント研修講座及び大学実務家養成コースで培った授業デザイン、学生指導など

のノウハウに基づいた質の高い教育研修プログラムを提供します。 

※大学等設置基準における指導補助者制度の趣旨・留意点 

○設置基準改正の趣旨は、TA 等の指導補助者の授業への参画を促進することにより、学生へのより手厚い

指導体制を確保し、大学教育のより一層の質の向上を期待するものです。 

○「授業の一部を分担させることができる」との記述が設置基準にありますが、担当教員の指導・責任のもと

であれば授業の全部を担当させることができます。 

○留意すべき点は、担当教員と指導補助者の責任や役割等を学内の規程に明記し、指導補助者が不当に

不利益を被らないように配慮しなければならないことです。 

○「学生その他の大学が定める者」との記述が設置基準にありますが、在学中の学生及び新たに採用する

授業科目指導補助者も含まれます。 

 

 

講師陣 

 

菅田 浩一郎 

  川嶋 太津夫 

清水 一彦 



 

２．指導補助者教育研修プログラムの内容 

講座 1. 大学とは何か 

「大学とは何か」とあらためて問い、その誕生、近代社会におけるその再生の歴史をはじめ、様々

な側面から「大学」の概念を整理した上で、今日の日本の大学の姿とそこにはらむ諸問題を考え

ます。 

 

講座 2. 高等教育政策と各大学の課題 

高等教育改革のこれまでの流れをふまえて、現在大学が直面している質保証や高大連携・入試

改革などの課題について理解を深めます。 

 

講座 3. 大学教員の基本的な役割 

大学が社会的な目的を果たすために必要な教育力の基本的な要素を把握し、大学教員に求め

られる役割の方向性を明らかにし、教員相互あるいは教員と職員の連携のあり方を学びます。 

 

講座 4. 次世代を担う教員力 

今後、大学教育に必要とされる能動的学修を推進するために必要なチームによる授業開発やＰ

ＢＬなどの学修方法、地域社会や産業界と連携した授業を担う教員力について学びを深めます。 

◇教員力と自己診断（前半）結果と今後の課題 

自己診断結果と講座の学修をふまえてレポートをまとめます。 

 

講座 5.大学授業の基礎知識  

個々の大学の特色に応じた３つの方針や学位プログラムの存在、カリキュラム編成における個々

の授業の位置づけ、授業形態ごとの授業力を学びます。  

 

講座 6. 教員の授業力と授業評価  

「教えるから学ぶ」への学修観を転換するにあたり、学生の動機付け、他の教員との授業情報の

共有化・授業評価を考えます。オンライン授業の進め方についても取り上げます。  

 

講座 7. 授業デザインとシラバス作成  

３つの方針の育成すべき資質・能力にカリキュラム・マップや カリキュラム・ツリー授業科目が位置

づけられます。それをもと に授業をデザインし、シラバスを作成する方法を学びます。  

 

講座 8. 授業運営の基礎 

到達目標達成のために準備する教材の作成、授業へ能動的 に参加させる方法、能動的な学修

における教員の果たすべき機能と役割、ICT 活用、オンライン授業のポイントなど効果的な授業

運営の方法を学びます。  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. 日 時     リモート講座： 講座 1 及び 講座 2 ： ２０２６年６月６日（土） １３時～ 

            ※当日ご参加いただけない方は後日オンデマンド配信いたしますのでご覧ください。 

オンデマンド講座： 講座 3～講座 8 ： ２０２６年６月６日（土）～１２月１８日（金）  

 

 

２． 定     員    ３０名     

 

 

 

３． 受  講  料   60,000 円 （会員校 ５0,000 円） 

                   ※テキスト代を含む （消費税込み） 

 

 

４． 修 了認定証  コース修了者には修了認定証及びオープンバッジを授与します。 

 

 

 

５． 受 講 申 込     申し込みについては、 受講申込要項 をご覧ください。 

 

  受講申込締切  2026 年 ５ 月 ２３日（土） 
 

開催要項 



  

 

① 下記の受講申込書に必要事項を記入し、このページのコピーを申込締切日までにＦＡＸまたはメール

でお送りください。なお、メールでお申し込みの場合は講座専用アドレス宛にご送付ください。 

② 受講申し込みを受け付けした後に、受講料及び事前学習等の案内書をお送りします。 
 

 
 
 
 

   

受 講 者 氏 名 勤 務 先 
所 属 学部・学科名 

 

 
ふりがな  

主な担当科目（予定も含む） 

 

 

テキスト送付先 住所（1.勤務先 2.自宅）  

〒  -         

 

電話番号                         E-mail（必須） 

 

 
※2 名以上で受講する場合は、受講申込書をコピーしてお使いください。メールの場合には編集して二段でご使用ください。 

※本情報は厳正に管理し、①名簿の作成 ②協会からの文書の送付 ③協会からの問い合わせのみに使用いたします。 

※修了認定証の作成時に必要となりますので、氏名は楷書でわかりやすくご記入ください。 

 

 

 
 

 

 

 
講座専用メールアドレス    E-mail: kouza@jaucb.gr.jp 
TEL : 03-5226-7288 
FAX : 03-3263-8633 
 

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-2-12 第三東郷パークビル二階 
一般財団法人全国大学実務教育協会  事務局（講座担当） 

   受講申込締切 2026年 5月 23日(土)             

    

 

 「指導補助者教育研修プログラム」 【受講申込書】 

 

受講申込要項 

お申し込み先 
お問い合せ先 

mailto:kouza@jaucb.gr.jp


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


